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推進体制

市民・事業者・各種団体等

計画の推進にあたり、市だけでなく、

市民や事業所、NPO法人、市民活動

団体等各種団体が、それぞれの得意

分野や特徴を生かして連携・協働す

ることで、男女共同参画社会の実現

を目指します。

男女共同参画の

実現に向けた条件の整備

市職員一人ひとりが当事者意識を

持った施策を進めるため、職員研修

を充実させます。また、性別による

差別的な取扱いや男女共同参画社会

の形成を阻害する行為、関連する市

政への苦情申し出を受ける相談窓口

を開設します。

国・県・他市町村

国や県、他の市町村、公益財団法

人新潟県女性財団等の関係機関と連

携・協力して、男女共同参画の推進

を図ります。

計画の進捗管理と推進体制の充実

男女共同参画に関する施策を総合

的・効果的に推進するため、庁内推

進会議や推進委員会などの体制を整

え、計画の進捗状況を評価・確認・

審議します。

連携・協力



男女共同参画社会とは？

十日町市男女共同参画基本計画とは？

男女共同参画社会とは、性別に関係なく、誰もが多様な生き方を選択でき、

その個性と能力を十分に発揮することができる社会です。

家庭や地域、学校、職場など様々な場面において、男女共同参画の意識をよ

り一層浸透させるとともに、SDGｓの目標にある「ジェンダー平等」を踏まえ、

性別にかかわらず誰もが活躍できる十日町市を目指すために、市は、十日町市

男女共同参画基本計画に基づき様々な施策を行っています。

社会経済情勢の変化やこれまでの取組みの成果、課題をふまえ、男女共同参画

社会の実現に向けた「設計図」となる計画です。また、この計画の一部を「DV

防止法」及び「女性活躍推進法」に基づく十日町市での計画として一体的に策定

しています。

計画の目標

計画の期間

一人ひとりが自分らしく生きる元気なまち

この計画の期間は、2023年度（令和５年度）から2027年度（令和９年度）までの
５年間です。

年度 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

各
種
計
画

第二次十日町市総合計画

第４次十日町市男女共同参画基本計画

第二期十日町市
人権教育・啓発推進計画

十日町市地域福祉計画

施策の体系

基本目標 重点目標

１
男女平等を
推進する
社会づくり

２
女性が

活躍できる
社会づくり

３
多様な生き方
が選択できる
社会づくり

① 男女共同参画の意識づくり

② ライフスタイルや性のあり方における
自己決定を尊重する意識づくり

③ 配偶者及び身近な相手からの暴力と
セクシュアルハラスメント等の根絶

① 政策・方針決定の場への女性の参画促進

② 女性の力を生かせる社会づくり

① 家庭と仕事・地域活動等との両立支援

② まちづくり・地域づくり等における女性の

積極的な社会参画を図るための環境整備

③ 防災分野における男女共同参画の推進

この計画は、法律に基づく次の２つの計画と一体的に策定しています。

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」
【主な取組み】
① 方針決定の場への女性の参画促進
② 職場における均等な機会と待遇の確保促進
③ 女性の職業能力向上と就業及び起業活動への支援
④ 女性の市内定着、U・Iターン促進のための環境整備
⑤ 誰もが働きやすい職場環境づくり
⑥ 多様なライフスタイルに応じた子育て・介護支援体制の整備・充実

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（「DV防止法）」
【主な取組み】
① 配偶者及び身近な相手からの暴力とセクシュアルハラスメント等の防止に

向けての啓発の推進
② 相談窓口の周知と支援体制の充実


